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　私たちの生活は、多くの公共のサービスを受けて成り立っています。

　これらの公共のサービスを受ける費用は（①　　　　　　　　）でまかなわれています。

　もし国民が税金を納めなかったら、これらのサービスは受けられず、私たちは快適な

くらしができなくなります。

　税金とは、このように私たちの生活と深く結びついています。

　税は私たちが社会で生活していくための、いわば「会費」といえるでしょう。

　税は国を維持し、発展させていくために欠かせないものですから、憲法でも税金を納める

ことを国民の義務と定めています。この納税の義務は、勤労の義務や普通教育を受けさせる

義務とならんで国民の（③　　　　　　　　）の一つとされています。

　民主主義国家であるわが国では、納税に関する法律は国民の代表者からなる（④　　　）

で決められており、この法律によってのみ集めることができるのです。

　地方公共団体の税金についても同様に、地方公共団体の議会が定める（⑤　　　　　　）

で決められています。



この他に事業税、不動産取得税、鉱区税、狩猟税があります。





　みなさんが長崎県内で
買い物をすると、その地
方消費税は長崎県の収入
となり、いろいろな行政
サービスを行う上での貴
重な財源となります。
　お買物はぜひ県内で！

税金を
取り扱う
ところ

220円780円



その他
9兆3,182億円
（8.1％）

（会社などの所得に
　　対してかかる税）
14兆6,020億円

（12.8％）

（亡くなった人から財産
　を受けついだときなど
　にかかる税）

相続税・贈与税

2兆7,760億円（2.4％）

（個人の所得に対してかかる税）
21兆480億円（18.4％）

印紙収入
9,760億円
（0.9％）

（国の借金）
35兆6,230億円
（31.1％）

23兆3,840億円
（20.4％）

その他の税
2兆5,400億円
（2.2％）

たばこ税
9,350億円（0.8％）

経済協力費
（発展途上国の
　支援のために）
　5,114億円（0.4％）

恩給関係費
（恩給の支払い
　のために）
　970億円（0.1％）

防衛関係費
（国の防衛のために）
　10兆1,686億円
 （8.9％）

新型コロナウイルス
感染症対策予備費
4兆円（3.5％）

その他
9兆5,902億円
（8.4％）

（生活や医療や
　　年金などのために）

36兆8,889億円
（32.3％）

（県や市町村の財政を
　　調整するために）

16兆3,992億円
（14.3％）

（国債を返したり利子を
　支払ったりするために）

25兆2,503億円
（22.1％）

酒税
1兆1,800億円
（1.0％）

揮発油税

令和５年度

令和５年度

1兆9,990億円（1.7％）

69兆4,400億
円
（
60.7％）

総 額
114兆3,812
億 円

総 額
114兆3,812
億 円

文教及び科学振興費
（教育や科学技術を
　さかんにするために）
　5兆4,158億円
 （4.7％）

公共事業関係費
（住宅や道路の
　整備のために）
　6兆600億円（5.3％）



　景気の変動や災害復興などに配慮したいろいろな計画を実施するため、やむを得ない措置

として公債を発行した結果、令和５年度末の公債残高は1,068兆円に上ると見込まれています。

　その結果、国債費の増大によって、社会を支えていくための支出が低下しています。

　この公債は、いずれ国が返さなければならない借金ですが、最終的に将来の世代が支払う

ことになるので、国債に頼るわが国の財政を改善することが今後の大きな課題となっています。

一般会計税収の
約15年分に相当
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（注１） 令和３年度末までは実績、令和４年度末は第２次補正後予算、令和５年度末は予算に基づく見込み。
（注２） 普通国債残高は、建設公債残高、特例公債残高及び復興債残高。特例公債残高は、昭和40年度の歳入補填債、国鉄
 長期債務、国有林野累積債務等の一般会計承継による借換債、臨時特別公債、減税特例公債、年金特例公債及びGX
 経済移行債を含む。
（注３） 令和５年度末の翌年度借換のための前倒債限度額を除いた見込額は1,043兆円程度。

（63.3%）

年　　　金
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子  ど  も ・ 

子育て支援

（7.8%）

（2.2%）

（36.7%）

※　国の消費税 7.8%のうち約 2割（19.4%）が地方交付税となります。
　　この結果、消費税・地方消費税のうち地方分として配分されている割合は36.7%となっています。

1100

●　10%の消費税のうち6割以上が社会保障 4経費（年金、医療、介護、子ども・子育て支援）
として使われています。残りの部分については、地方消費税及び地方交付税として身近な地域の
くらしのために活用されています。



労働費
23億円（0.3％）

災害復旧費
90億円（1.2％）

総 額

7,515億円

令和５年度

令和５年度

その他
自主財源
1,107億円
（14.7％）

諸収入
511億円
（6.8％）

県　税
1,376億円
（18.3％）

その他
依存財源
10億円
（0.1％）

地方譲与税
247億円
（3.3％）

県債
701億円
（9.3％）

国庫支出金
1,268億円
（16.9％）

39.8

地方交付税交付金
2,295億円
   （30.5％）

総 額

7,515億円

議会費　13億円（0.2％）

その他
793億円
（10.6％） 1,381億円

（18.4％）
（⑤　　　　　　　　　）

（⑥　　　　　　　）

（⑦　　　　　　　　　）

977億円
（13.0％）

生活福祉費
1,133億円（15.1％）

840億円（11.2％）

総務
費

456
億円
（6
.0％
）

警察費
392億円（

5.2％）

商工費
503億円（6.7％）

環境保健費
404億円（5.4％）

農林水産業費
510億円（6.8％）

60.2%

%



105,700円
■県民１人当たり

64,300円
■県民１人当たり

長崎県の人口　1,306,060人　（令和5年１月１日現在の住民基本台帳）

74,800円
■県民１人当たり

39,100円
■県民１人当たり

86,700円
■県民１人当たり

30,900円
■県民１人当たり

38,500円
■県民１人当たり

30,000円
■県民１人当たり

34,900円
■県民１人当たり

1,800円
■県民１人当たり

6,900円
■県民１人当たり

60,800円
■県民１人当たり

1,000円
■県民１人当たり

県民１人当たりの
　　支出額の合計は
約 575,400円

　国や地方公共団体では、だれもがよりよい教育を受けられるように、教育費に多額の予算を使ってい

ます。その金額は、中学生一人につき、１年間に約112万円にもなります。

● 公立学校の児童・生徒一人当たりの国や地方公共団体年間教育費の負担額（令和２年度）

小学生
97万5,000円 9年間で 約922万円

中学生
112万2,000円

高校生（全日制）
106万3,000円



　現在わが国の平均寿命は男性81.47歳、女性87.57歳（厚生労働省「令和３年簡易生命表」

より）で、この50年の間に実に10歳以上も伸びており、男女とも世界で平均寿命が高い国

の一つです。また、一方では出生率の急速な低下も見落とすことのできない状況です。

　わが国は世界の主要先進国の中で最も高齢化が進んでおり、今後も一層の高齢化が見込ま

れ、2060年には国民の2.6人に1人が65歳以上の高齢者という時代が到来すると予想されて

います。

1.36倍

2.36倍



47.9%

19.8%

28.2%

32.3%

8.5%

23.8%

46.0%

11.7%

34.3%

54.0%

23.7%

30.3%

69.9%

24.9%

45.0%

54.5%

5.1%

49.5%

（注１）日本は令和２年度（2020年度）実績、諸外国は、OECD "Revenue Statistics 1965-2021"及び同 "National Accounts "を使用、計数は2020年のもの（推計による暫定値）。
（注２）租税負担率は国税及び地方税の合計の数値。また個人所得課税には資産性所得に対する課税を含む。
（注３）老年人口比率は、日本は総務省「人口推計（2019年）」、諸外国は国際連合 "World Population Prospects: 2022"による。
（注４）四捨五入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。

（注１） 日本については、10％（標準税率）のうち2.2％は地方消費税（地方税）である。
（注２） カナダについては、①連邦税である財貨・サービス税のみ課されている州、②財貨・サービス税に加えて、州税としての付加価値税も課されている州、③連邦・州共通の税としての
 付加価値税が課されている州が存在。なお、表中では③の類型であるオンタリオ州の税率を記載（連邦・州共通の付加価値税13％（うち州税８％））。
（出典）OECD資料、欧州委員会及び各国政府ホームページ、IBFD等。

◎ 消費税（付加価値税）の標準税率（2023年1月現在）
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租税教育用教材（パワーポイント）を提供

小・中学生用ビデオ
（アニメ（動画））を提供

作文の入賞作品
を紹介

インターネット
でアクセスしてみよう

https://www.pref.nagasaki.jp/https://www.nta.go.jp/


